
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

鷹栖地区

（　13区、14区、15区、第16区、17区、第18区、瑞穂、21区、有明、第23区、共栄、25区　）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年5月15日

（第２回）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

　作業の効率化が期待できる水稲防除作業は、たいせつ農業協同組合の無人ヘリ組織への委託の継続、今後
は、ドローンを活用した共同作業・農作業委託も進むことが想定される。

　地域内外から、多様な経営体を募り、意向を踏まえながら担い手として育成していくため、市町村及びＪＡと連携
し、相談から定着まで切れ目なく取り組んでいく。

（１）農用地の集積、集約化の方針

　R５年度は道営基盤整備事業が２本実施中であるが、道営事業区域外において、国営・道営基盤整備事業の採
択に向けて、Ｒ６年度に農業者別意向確認を行う。その結果によっては個別に必要に応じて、団体営事業や地域
農業推進会議の広域事業である農地改良事業に取組み、より整備を図る。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

（２）農地中間管理機構の活用方針

　担い手を中心に集積・集約化を進めるため、目標地図に従って農地のあっせんを農業委員と農用地利用調整組
合役員と調整し、農地バンクを通じて進める。

　地域全体を農地バンクに貸し付け、担い手への経営意向を踏まえ、段階的に集約化する。その際に農業委員と
調整し、所有者の貸付意向時期に配慮する。

　当地区は水稲作付が中心であり、一部の生産者はＪＡたいせつが取り組む特別栽培米の生産・出荷を次年産か
ら取り組むなど、環境に配慮した取組みも先進的に進めようとしている。また、従来より所得向上を目指し施設園芸
作物の生産も盛んであり、特産品であるオオカミの桃トマトジュースの原料トマト・きゅうりをはじめ、アスパラ、しい
たけ、オクラなど多品目が生産されている。農業法人を中心として農産物の加工品などの生産・販売を行い、地域
の活性化の一躍を担っており、今後の活躍にも期待が寄せられている。
　また、農業青年団体が町内の保育園や小学生の農業体験の指導に携わるなど、農育・食育も盛んな地区であ
る。

区域内の農用地等面積

　農振農用地区域内の農地及びその周辺の農地を農業上の利用が行われる区域とし、その区域と住宅地又は林
地との間にある農地は保全・管理を行う区域とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

　当地区は年々農家戸数は減少しているものの、65歳未満の割合が約53％であり、65歳未満の農業者数が50％
を超えている地区の一つである。規模拡大の意向を持っている担い手農業者が多いものの、平地面積の割合が
高い地区のため、農地の出し手候補者の農地に関して、受け手はほぼ決まっており、地区内の規模拡大が難しい
状況にある。
　また、道営基盤整備事業が継続中ではあるが、以前からの自力施工による整備などもあり、水田環境が整備さ
れ水稲作付率が高い地区である。課題としては、労働力の確保対策が急務であり、今後、農業パートなどの人手
の確保対策と併せて、自動化・省力化によるスマート農業の推進などの検討が必要である。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 1,066.6

1,066.6

①全町的な取り組みにおいて、常設用の電気柵の設置、猟友会への支援、狩猟・捕獲後の処理の体制強化など
をセットで図るため、対策に向けた年度計画の作成を行うため、農業関係団体と検討を行う。
②ＪＡたいせつが取り組む特別栽培米の生産を行っていく。また、個人で取り組んでいる無農薬栽培も継続してい
る。
③道営基盤整備後の圃場をより有効活用するため、スマート農業機器を町の事業を活用し計画的に導入してい
く。
④たいせつ農業協同組合が実施する輸出（水稲）に対して、引き続き出荷協力を行う。
⑦水路・農道等の管理について、耕作者のみならず共同作業を行うコントラクター組織の設立を検討・実践してい
く。
⑧ライスセンターの共同利用・作業体系を継続していく。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨その他

⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

参考様式第５－１号

　　　　　　　鷹栖町長　谷　寿男

鷹栖町市町村名
(市町村コード) （014524）

鷹農振第　97 号

令和6年5月15日


